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びわこリハビリテーション専門職大学研究倫理規程 

  

2026 年 4 月 1 日 

最近改正 

 

（目的）  

第１条 この規程は、びわこリハビリテーション専門職大学に所属する研究者（教員）が行うヒトを対象

とする研究、調査、教育その他の活動（以下「研究等」という。）について、研究等の対象となる者及

びその家族等の関係者（以下「研究対象者等」という。）の人権の擁護並びに当該研究対象者等に

対する肉体的、心理的及び社会的配慮の確保等のために必要な事項を定めることを目的とする。  

  

（理念）  

第２条 研究等は、関係法令を遵守し、かつ、「世界医師会ヘルシンキ宣言」、「人を対象とする生命

科学・医学系研究に関する倫理指針」及びその他学会などが示す指針等の趣旨を尊重して行わな

ければならない。 

  

（研究倫理委員会の設置）  

第３条 びわこリハビリテーション専門職大学に研究倫理委員会（以下｢委員会｣という。）を置く。  

 

（組織）  

第４条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。  

(1) 各学科から選出された者  各１名以上  

(2) 医学又は人文、社会科学の分野で各学科から推薦された者  各学科１名  

(3) 倫理、社会、法律に関し、専門知識を有する学内外の学識経験者    若干名 

(4) その他学長が必要と認めた者  

２  委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任

期は、前任者の残任期間とする。  

  

（委員長）  

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置く。  

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。  

３ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。  

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。  

  

（会議）  

第６条 委員会は、委員の２分の１以上の出席をもって成立する。  

２  委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
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ただし、第８条第１項の審議にあたっては、出席者の全員の合意をもって決し、委員長が必要と認め

たときは、３分２以上の合意をもって決するものとする。  

３  委員が第７条に定める申請に関する者であるときは、次条第１項に定める審査及び議決に加わる

ことができない。  

４  委員会は、必要と認めるときは、委員以外の学識経験者の意見を求め、又は委員以外の者を出

席させて説明若しくは意見を聴くことができる。  

５  委員会は、必要に応じ、随時開くものとする。  

  

（審査の申請） 

第７条 本学教職員が実施する研究については、本学研究倫理審査委員会における審査を受けるも

のとする。審査を申請しようとする研究者は、また、他大学等ですでに研究倫理審査を受けている場

合にも、本学教職員が実施する研究については本学研究倫理審査委員会での審査を受けるものと

する。その際、他大学等で承認を受けている場合には、原則、迅速審査とする。 

２  委員長が必要と認めた場合は、研究者に申請するよう命じることができる。 

３  学生の研究に関しては、指導教員の指導の下で行い、学会発表や論文化を考えている場合、又

は、侵襲性（身体的・心理的）が大きい場合など本研究倫理委員会での審査が必要な場合のみ、学

生の指導教員が申請者となり、申請を行うものとする。   

４ 前三項の審査（以下「審査」という。）を申請しようとする研究者は、様式１に研究計画書を添付して

学長に提出しなければならない。 

 

（審査）   

第８条 委員会は、第７条の申請にかかる研究等を第２条に定める理念に照らして審査する。 

２  学長は、前項の申請のあったときは、委員会に諮らなければならない。   

３  審査の項目は、次に掲げる事項とする。   

(1) 当該研究等にかかる研究対象者等の人権の擁護及びプライバシーの保護   

(2) 当該研究等によって生じうる研究対象者等にかかる不利益及び危険性の予測  

(3) 当該研究等の目的、内容、実施方法、研究結果の公表方法等並びに当該研究等によって生じう

る研究対象者等にかかる不利益及び不快、危険、苦痛等に関する説明方法並びにこれに対する研

究対象者等の理解及び同意を得る方法   

(4) 当該研究等の教育、学術及び社会に対する貢献   

(5) 前各号に掲げる事項の他、当該研究等に関し、委員長が必要と認めた事項   

４ 審査の結果は、「承認」、「条件付き承認」、「変更の勧告」、「不承認」又は「非該当」のいずれかとす

る。   

５  委員長は、審査の経過及び結果を記録して保存する。  

６  学長及び委員は審査記録を閲覧することができる。  

７ 委員長は、審査の結果を様式２により学長に答申しなければならない。   

８ 学長は、前項の答申があったときは、委員会が定める審査判定書様式３により申請者に通知する。   
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９ 委員長が必要と認め、かつ、申請者が同意したときは、審査の結果を公表することができる。   

  

（再審査）  

第９条 申請者は、審査の結果が不承認であったときは、様式４により再審査を申請することができる。  

２  再審査の手続き等については、前条の規定を準用する。  

３  委員長は、再審査の結果を学長に報告するとともに様式５により再審査の申請者に通知する。  

  

（迅速審査）  

第１０条 以下のいずれかの要件に該当する審査請求については、迅速審査を行うことができ

る。その場合は、1 週間の持ち回り審査とする。 

(1) 多機関共同研究であって、既に当該研究の全体について主研究機関の倫理審査委員会の 

審査を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合に該当する。 

(2) 研究期間の延長、共同研究者の追加・変更等、軽微な研究計画の変更に該当する。 

(3) 侵襲を伴わない研究であって介入を行わないものに該当する。 

(4) 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を行わないものに該当する。  

 

（他機関からの審査依頼）  

第１１条  委員会は、びわこリハビリテーション専門職大学に所属しない研究者が行うヒトを対象とし

た研究等について、当該研究者が所属する機関の長から学長に審査の依頼があり、学長がそれを

承認した場合には、審査を行うことができる。  

   

（研究等の変更等）  

第１２条 研究者は、承認を受けた研究等の内容を変更し、又は中止しようとするときは、様式６を提

出し、委員会の承認を得なければならない。  

  

（研究実施報告）  

第１３条 申請者は，１年度に経過報告、２年度に終了報告を研究実施報告書（様式７）にて学長に

提出しなければならない。３年以上要する研究の場合は、再度、研究倫理申請を行うものとする。  

  

（審査等の停止）  

第１４条 特に共同研究、人を対象とした臨床研究、科学研究費助成事業など研究費を得て行う研

究において、研究データの改ざん、捏造、研究倫理委員会の承認を得ずに行なわれた研究、研究

費の私的使用等を行った研究者に対しては、研究倫理委員会は、その研究者の研究倫理申請に

関する審査・承認を一定期間行わないことができる。  

  

（庶務）  

第１５条 委員会に関する庶務は、事務センター総務グループにおいて処理する。  
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（雑則）  

第１６条 この規程に定めるほか、研究倫理に関し必要な事項は、別に定める。  

 

（規程の改廃） 

第１７条 この規程の改廃は、教授会の議を得て、学長が行う。 

 

附  則  

この規程は、2020 年 4 月 1 日から施行する。 

この規程は、2022 年 4 月 1 日から施行する。 

この規定は、2024 年 8 月 1 日から施行する。 

この規程は、2025 年 9 月 1 日から施行する。 

この規定は、2026 年 4 月 1 日から施行する。 


